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   第 ５ 回   熊本県議会    総務常任委員会会議記録 

 

令和４年12月16日(金曜日) 

            午前10時２分開議 

            午前10時59分休憩

            午前11時４分開議 

            午前11時11分休憩 

午前11時18分開議 

午後０時２分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和４年度熊本県一般会計補

正予算(第９号) 

議案第７号 専決処分の報告及び承認につ 

いてのうち 

議案第８号 熊本県知事の権限に属する事

務処理の特例に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

議案第９号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第10号 熊本県個人情報の保護に関す

る法律施行条例の制定について 

議案第11号 個人情報の保護に関する法律

の一部改正等に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

議案第12号 熊本県議会議員及び熊本県知

事の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第29号 当せん金付証票の発売につい

て 

議案第44号 令和４年度熊本県一般会計補 

正予算(第10号) 

議案第51号 熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①ＴＳＭＣ進出効果を最大化するグラ

ンドデザインを目指して 

②水道広域化推進プランの策定に向けた

取組状況について 

③県民総合運動公園のアクセス改善に向

けた取組みについて 

④緑の流域治水と五木村・相良村の振

興について (報告) 

  ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 髙 島 和 男 

        副委員長 坂 梨 剛 昭 

                委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 山 口   裕 

        委  員  田 大 造 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠 席 委 員(なし)   

議   長         溝 口 幸 治 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 小 牧 裕 明      

政策審議監 野 﨑 真 司 

       危機管理監 岡 村 郷 司 

       政策調整監 天 野 誠 史 

       首席審議員 

   兼秘書グループ課長 野 中 眞 治 

    広報グループ課長 櫟 本 麻 理 

  くまモングループ課長 脇   俊 也 

    危機管理防災課長 佐 﨑 一 晴 

 総務部 

         部 長 平 井 宏 英 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 真 田 由紀子 

       総括審議員 

兼政策審議監 千 田 真 寿 
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      総務私学局長 緒 方 克 治 

        人事課長 磯 谷 重 和 

        財政課長 臼 井 洋 介 

    県政情報文書課長 坂 本 久 敏 

      総務厚生課長 上 塚 恭 司 

      財産経営課長 永 松 浩 史 

      私学振興課長 橋 本 誠 也 

       市町村課長 

 兼県央広域本部総務部長 坂 野 定 則 

      消防保安課長 田 口 雄 一 

        税務課長 坂 口 啓 介 

企画振興部 

         部 長 高 橋 太 朗 

理 事  

(球磨川流域復興担当)  

兼球磨川流域復興局長  水 谷 孝 司 

理 事 

(デジタル戦略担当)   

   兼デジタル戦略局長 小金丸   健 

  政策審議監 深 川 元 樹 

地域・文化振興局長 永 友 義 孝 

   交通政策・情報局長 清 田 克 弘 

土木技術審議監 菰 田 武 志 

  首席審議員 

       兼企画課長 小 川 剛 史 

      地域振興課長 久保田 健 二 

       文化企画・ 

    世界遺産推進課長 木 原   徹 

      交通政策課長 坂 本 弘 道 

統計調査課長 馬 場 一 也 

  デジタル戦略推進課長 受 島 章太郎 

    システム改革課長 黒 瀬 琢 也 

         政策監 田 浦 貴 久 

         政策監 有 働 人 志 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 尾 晴一朗 

       会計課長 杉 本 良 一 

      管理調達課長 枝 國 智 一 

 人事委員会事務局 

         局 長 西 尾 浩 明 

       公務員課長 永 野   茂 

 監査委員事務局 

         局 長 西 浦 一 義 

首席審議員兼監査監 市 川 弘 人 

議会事務局 

         局 長 手 島 伸 介 

     次長兼総務課長 村 田 竜 二 

        議事課長 富 田 博 英 

      政務調査課長 福 田 博 文 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

   政務調査課課長補佐 松 本 泰 明 

――――――――――――――― 

午前10時２分開議 

○髙島和男委員長 それでは、ただいまから

第５回総務常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、次第に記載のとお

り、執行部を前半と後半の２つのグループに

分けて、それぞれのグループごとに執行部の

説明及び質疑を行い、全ての質疑が終了した

後に採決を行いますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、委員会は、インターネット中継が行

われますので、委員並びに執行部におかれま

しては、発言内容が聞き取りやすいように、

マイクに向かって明瞭に発言いただきますよ

うお願いします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 最初に、知事公室及び総務部の議案につい

て執行部の説明を求めた後、一括して質疑を

受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 まず、総務部長から総括説明をお願いいた
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します。 

 平井総務部長。 

 

○平井総務部長 おはようございます。よろ

しくお願いいたします。着座にて失礼いたし

ます。 

 今回提案しております議案の概要につきま

して御説明申し上げます。 

 まず、令和４年度12月補正予算につきまし

て、冒頭提案分といたしまして、新型コロナ

ウイルス感染症を踏まえた対応や防災、減

災、国土強靱化関連事業等への対応、当初予

算編成後の状況変化に伴い対応が必要な予算

として498億円余を計上しております。 

 また、追加提案分といたしまして、国の経

済対策の決定を受け、早急に予算化が必要な

事業等、68億円余を計上しております。冒頭

提案分と合わせて566億円余となっておりま

す。 

 これに、今回併せて御報告いたします11月

補正予算の専決処分１件を含めますと、補正

後の予算規模は9,957億円余となります。 

 このほか、人事委員会勧告に基づく職員給

与改定のための熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の制定

などにつきましても、併せて御提案を申し上

げております。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、予算の詳細

な内容及び条例議案等につきましては各課長

からそれぞれ御説明申し上げますので、よろ

しく御審議いただきますようお願いいたしま

す。 

 

○髙島和男委員長 次に、財政課長から、今

回の補正予算の概要等について説明をお願い

します。 

  

○臼井財政課長 財政課でございます。 

総務常任委員会説明資料の１ページをお願

いいたします。 

 まず、11月補正予算、知事専決処分の概要

でございます。 

 県内宿泊・日帰り旅行キャンペーンとして

実施しておりますくまもと再発見の旅につい

て、国から追加内示のありました８億1,000

万円を計上しております。12月27日までの年

内分に必要な経費でございまして、年明け以

降の延長分については、後ほど12月補正追加

提案分の中で御説明させていただきます。 

 次に、１ページ後段、下段の12月補正予

算、冒頭提案分の概要でございます。 

 新型コロナウイルス感染症への対応、災害

からの復旧、防災・減災、国土強靱化への対

応等のほか、当初予算編成後の状況変化に伴

い対応が必要な498億4,900万円を計上してお

ります。 

 まず、(1)新型コロナウイルス感染症を踏

まえた対応に73億5,400万円を計上しており

ます。主な内容は、物価高騰の影響を受けた

事業者への支援46億3,900万円、新型コロナ

ウイルス感染症拡大への対応25億5,800万

円、コロナ禍における生活困窮者への支援１

億5,300万円でございます。 

 次に、(2)災害関連事業及び防災・減災、

国土強靱化関連事業等に415億3,200万円を計

上しております。主な内容は、今般の国の経

済対策を活用した防災・減災、国土強靱化へ

の対応等に321億4,900万円、台風14号等への

対応91億100万円でございます。 

 さらに、(3)その他として、感染症対応等

に伴う職員の時間外勤務手当６億5,300万

円、ＳＮＳ版児童虐待相談窓口の設置300万

円でございます。 

 続いて２ページは、12月補正予算、追加提

案分でございます。 

 今般の国の経済対策を活用した早急に予算

化が必要な事業等に68億900万円を計上して

おります。 

 まず、(1)国の経済対策関連に55億5,100万
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円を計上しております。先ほど11月補正、知

事専決処分のところで触れましたけれども、

くまもと再発見の旅の年明け以降の期間延長

分31億1,200万円、妊婦、子育て家庭に対す

る新たな支援22億1,600万円、保育所等の送

迎用バスの安全装置整備支援２億200万円で

ございます。 

 次に、(2)その他として、人事委員会勧告

に基づく職員給与改定11億7,900万円、阿蘇

くまもと空港アクセス鉄道の推進7,900万円

でございます。 

 ３ページをお願いします。３ページと４ペ

ージ、こちらが歳入予算の内訳となっており

ます。主に４ページの９、国庫支出金や15、

県債等を財源として活用しているほか、一般

財源については、３ページのほうの国の経済

対策関連事業に、12月に国から追加算定のあ

りました３ページの５、地方交付税、こちら

を活用しまして、その他の事業については繰

越金を活用しております。 

 ５ページ、６ページが歳出予算の内訳でご

ざいます。一番右の補正額の説明欄に主な事

業を記載しています。 

 予算の総括説明は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 引き続き、担当課長から

議案等について説明をお願いします。 

 まず初めに、磯谷人事課長。 

 

○磯谷人事課長 人事課でございます。 

 説明資料の13ページをお願いします。 

 総務部の令和４年度12月補正予算総括表で

ございます。 

 今回の追加提案分に係る補正予算につきま

して、本年10月の人事委員会勧告を踏まえた

給与改定に伴う全庁共通の事柄でありますの

で、各課からの説明に先立ちまして、人事課

から説明をさせていただきます。 

 なお、改定の詳細につきましては、後ほ

ど、関係条例案についての説明の際、改めて

説明をさせていただきます。 

 それでは、人事課の例で説明をさせていた

だきます。 

 表の一番上、人事課の欄でございますが、

左から４項目め、補正額(追加提案分)職員給

与費に記載のとおり、232万8,000円の補正を

お願いしております。 

各所属における補正額につきましても、各

部局の補正予算総括表の補正額(追加提案分)

職員給与費の欄に記載のとおりでございます

ので、一括しての説明とさせていただき、各

所属からの説明は省略させていただきます。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

○野中秘書グループ課長 秘書グループでご

ざいます。説明資料の８ページをお願いいた

します。 

 上段を御覧ください。一般管理費につきま

して、39万円余の増額をお願いしておりま

す。 

これは、来年４月に予定しております熊本

地震犠牲者追悼式の開催準備のため、１月か

ら任用する会計年度任用職員の報酬でござい

ます。 

 続きまして、下段を御覧ください。債務負

担行為の追加でございます。こちらも、来年

４月に予定しております熊本地震犠牲者追悼

式の開催業務を委託する費用として、限度額

415万円余を設定するものでございます。 

 秘書グループは以上でございます。 

 

○櫟本広報グループ課長 広報グループでご

ざいます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 上段をお願いいたします。広報関係業務に

つきまして、5,105万円余を限度額として債

務負担行為の設定をお願いしております。 

 この広報関係業務につきましては、テレビ

広報、広報誌、熊本地震からの復旧、復興の
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状況を全国向けに発信するための制作委託等

につきまして、年度内に契約を締結する必要

があるため、設定をお願いするものです。 

 下段をお願いいたします。 

首都圏広報業務につきましては、1,006万

円余を限度額といたしまして債務負担行為を

設定するもので、この首都圏広報業務につき

ましては、マスコミ業界に通じたＰＲ会社を

活用して、首都圏向けの効果的な広報を行う

ための業務に関して、新年度当初から実施す

る必要があるため、債務負担行為の設定をお

願いするものです。 

 広報グループからは以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○脇くまモングループ課長 くまモングルー

プでございます。 

 説明資料10ページお願いします。 

 債務負担行為の追加を２件お願いしており

ます。 

 上段のくまモン利用許諾審査業務は、くま

モンのイラスト利用許諾事務を新年度当初か

ら委託する費用として、限度額2,355万円余

を設定するものです。 

 下段のくまモン隊管理運営事業は、くまモ

ン隊の管理運営を新年度当初から委託する費

用として、限度額１億8,668万円余を設定す

るものです。 

 これらの債務負担行為は、年度当初から、

くまモンのイラスト利用、くまモン隊の出動

依頼をスムーズに受け付けることができるよ

う設定するものです。 

 めくりまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費の追加を１件お願いしておりま

す。 

 これは、くまモンスクエアのリニューアル

に関係する経費でございまして、１億2,032

万円の繰越しを設定するものです。 

くまモンスクエアのリニューアルについて

は、令和５年３月竣工を目指し事業を進めて

おりましたが、基本計画の策定やデジタルコ

ンテンツの設計並びに関係各社との協議に想

定以上の時間を要したため、来年度への繰越

しを設定するものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○佐﨑危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 説明資料の12ページをお願いします。 

 繰越明許費の変更でございます。 

 まず、上段の防災センター整備事業は、現

在建設中の新防災センターの防災情報通信設

備工事及び危機管理防災課などの執務室等の

引っ越しに係る経費でございます。 

 新防災センター庁舎建設工事の工期延長に

伴い、執務室等の引っ越し時期がずれ込むこ

ととなり、また、通信設備機器の新防災セン

ターへの移設設備工事等につきましても、年

度内に完了できなくなりますことから、繰越

し設定をお願いするものです。 

 下段の防災情報通信基盤整備事業は、芦北

地域振興局及び球磨地域振興局における防災

行政無線の非常用発電設備の浸水対策かさ上

げ工事に係る経費でございます。 

 この工事は、それぞれの振興局の庁舎全体

の非常用電源設備のかさ上げ工事に合わせて

実施しておりますけれども、その庁舎の非常

用電源かさ上げ工事に係る資材の納入に遅れ

が生じており、防災行政無線の電源に係る工

事におきましても、年度内完了が困難となり

ますことから繰越設定を行うものでございま

す。 

 いずれの工事も、新年度の出水期までには

万全の体制で臨めるよう整備することとして

おります。 

 危機管理防災課は以上です。 

 

○磯谷人事課長 人事課でございます。 

 続いて、総務部関係となります。説明資料
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の14ページをお願いします。 

 まず、一般管理費の説明欄でございます

が、５億4,200万円余の時間外勤務手当の増

額をお願いしております。 

これは、年度途中の災害等特別な事情で時

間外勤務が必要となった際に備えて、毎年度

一括して人事課において当初予算で計上して

いるものですが、今年度は、新型コロナウイ

ルス感染症に伴う業務のほか、経済活動再

開、ＴＳＭＣ進出、ＤＸ関連施策、アサリ産

地偽装対応等による業務量の増大などに伴

い、当初予算額では不足が生じることから増

額補正をお願いするものでございます。 

 次に、債務負担行為の追加でございます。 

 令和５年４月１日から、新規採用職員等の

初任者研修で使用しますバス等の借り上げに

つきまして、年度内に契約等の手続を終える

必要があることから、限度額230万円の債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 人事課は以上です。よろしくお願いしま

す。 

 

○上塚総務厚生課長 総務厚生課でございま

す。 

 資料の15ページをお願いします。 

 上段の人事管理費でございますが、5,646

万円余の増額をお願いしております。 

これは、右の説明欄にあります職員住宅管

理等事業として、熊本市内にある職員住宅に

ついて、老朽化等に伴う給排水設備の改修等

を緊急に行う必要が生じたため増額するもの

でございます。 

 下段の繰越明許費の設定でございます。た

だいま御説明しました職員住宅管理等事業の

5,646万円余でございますが、受注生産によ

り発注から納期まで半年以上を要する設備等

も含まれており、今年度内の完了が困難であ

るため、今回繰越設定をお願いするもので

す。 

 総務厚生課は以上でございます。 

 

○永松財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 16ページをお願いします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

これは、令和５年５月に予定している防災

センター完成式について、会場設営等の委託

を行うに当たり、４月以降の入札では、事務

手続や委託業者との協議期間が十分確保でき

ないため債務負担行為をお願いするものでご

ざいます。 

 17ページをお願いします。 

 上の表は、繰越明許費の追加でございま

す。財産管理費の繰越しを計上しておりま

す。 

これは、県庁舎の設備更新、芦北、球磨総

合庁舎の非常用発電機の浸水対策及び防災セ

ンター建設等に係る経費でございます。工事

資材の納入等に例年以上の時間を要している

こと、また、防災センターについては、令和

５年３月15日竣工を予定しておりますが、竣

工検査による手直しの指示により、業者がそ

の対応に期間を要する場合、引渡し時期が４

月以降になる可能性がありますので、不測の

事態に備え、来年度へ繰越しを設定するもの

でございます。 

 続きまして、下の表は、繰越明許費の変更

でございます。 

総務施設災害復旧費の繰越しについて、９

月議会で防災センターの備品購入費の繰越し

設定を承認いただいたところではあります

が、今回、工事請負費等の24億8,000万円余

の増額をお願いしております。   

これは、上の表で御説明しました防災セン

ターの竣工検査による引渡し時期の遅れを想

定した繰越設定でございます。 

 なお、設定は提案させていただいておりま

すが、工事業者との連携を密に図り、年度内

完了に向けて取り組んでまいります。 



第５回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和４年12月16日) 

 - 7 - 

 財産経営課は以上です。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 18ページをお願いします。 

  上段は、私学振興費の増額でございま

す。 

説明欄にありますとおり、私立学校等物価

高騰対策補助としまして、物価高騰の影響を

受けている私立学校等の光熱費に対して支援

を行うものです。 

 下段は、債務負担行為の追加でございま

す。 

熊本時習館海外チャレンジ推進事業は、海

外進学を目指す中高生を対象に、英語力向上

のための講座等を実施するものでございま

す。４月から切れ目なく継続して生徒の支援

を行うためには、年度内に委託契約を締結す

る必要があることから債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 次に、20ページをお願いします。 

 追加提案分として、私学振興費の増額でご

ざいます。 

説明欄にありますとおり、私立学校スクー

ルバス安全対策補助としまして、私立中学校

が実施するスクールバスへの安全装置の整備

を支援するものです。 

 続いて、21ページをお願いします。 

 先ほど御説明しました私立学校スクールバ

ス安全対策補助につきまして、国の経済対策

に係る補正予算を活用するものですが、年度

内に十分な事業期間を確保することができな

いことから繰越しを設定するものです。 

 私学振興課は以上です。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

これは、令和５年３月31日告示、４月９日

投開票の県議会議員選挙に関する広報啓発事

業等が年度をまたぐため、債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○磯谷人事課長 人事課でございます。 

 説明資料33ページをお願いします。 

 第８号議案、熊本県知事の権限に属する事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例について、35ページの条例案の概要で説

明をさせていただきます。 

 １、条例改正の趣旨ですが、熊本県知事の

権限に属する事務の一部を市町村が処理する

こととしたこと及び旅券法の一部改正等に伴

い、関係規定を整備するものでございます。 

 ２、主な改正内容ですが、(1)は、知事の

権限に属する事務の一部を条例により市町村

に移譲する場合は、当該市町村の長に協議を

しなければならないとされており、今回協議

が調った事務について追加するものでござい

ます。 

 主なものとしましては、アの火薬類取締法

等に基づく事務のうち、火薬類の譲渡または

譲受けの許可等に関する事務について、新た

に人吉市を含む計３市村に移譲するものでご

ざいます。本事務を含め、計４事務について

移譲することとしています。 

 (2)は、旅券法の一部改正により、旅券の

発給事務手続の一部に変更が生じたことによ

る規定の整理を行うものでございます。 

 (3)は、液化石油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律の一部改正により、

販売事業者の登録や保安機関の認定等の事務

が都道府県から指定都市へ移譲されることと

なったため、熊本市を本条例の移譲対象市町

村から除くものでございます。 

 (4)は、同条例において号ずれ等が生じて

いるため規定の整理を行うものでございま

す。 

 ３、施行期日ですが、令和５年４月１日か

らとしております。ただし、(2)は令和５年
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３月27日から、(4)は公布の日からとしてお

ります。 

 続きまして、説明資料の53ページをお願い

します。 

 第51号議案、熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

 86ページ、条例案の概要で説明をさせてい

ただきます。 

 86ページ、1、条例改正の趣旨ですが、本

年10月の人事委員会勧告に基づき、一般職の

職員の給与の改定を行いますとともに、県議

会議員の先生方や知事など特別職の職員の期

末手当の改定を行うものです。 

 ２、改正する条例ですが、今回、(1)から

(8)までの関係する条例８本を一括して改正

いたします。 

 ３、主な改正内容ですが、１点目が、(1)

の一般職の職員の給料表の改定でございま

す。高卒程度の初任給を4,000円、大卒程度

の初任給を3,000円引き上げるとともに、若

年層の職員が在職する号給に係る給料月額を

引き上げるものです。 

 ２点目が、(2)の期末手当及び勤勉手当の

支給月数の改定でございます。アの令和４年

度の表を御覧いただきますと、人事委員会勧

告を踏まえ、一般職は年間0．1月引き上げて

4.4月、特別職は年間0.05月引き上げて3.3

月、再任用職員は年間0.05月引き上げて2.3

月とし、その引上げ分を12月期に支給するも

のです。 

 イにつきましては、令和５年度の６月と12

月における各支給月数でございますが、先ほ

ど申し上げた引上げ後の年間の支給月数を各

支給期に均等に割り振ることとしておりま

す。 

 ４、施行期日ですが、３(1)の給料表の改

定は、公布の日から施行し、令和４年４月１

日に遡って適用することとしております。３

(2)アの今年度の期末・勤勉手当の改定は、

公布の日から施行し、令和４年12月１日に遡

って適用することとしております。３(2)イ

の令和５年度の期末・勤勉手当の改定は、令

和５年４月１日から施行することとしており

ます。 

 人事課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○臼井財政課長 財政課でございます。36ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第９号、熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。 

 38ページの条例案の概要で御説明させてい

ただきます。 

 １の条例改正の趣旨ですが、旅券法など法

律等の一部改正等に伴い、手数料の規定を整

備するものでございます。 

 次に、２の主な改正内容です。(1)につい

て、こちらは、知事が認定する獣医師に対し

て、豚熱ワクチンを交付する際の手数料を新

設するものです。 

 豚熱は、豚及びイノシシに対する強い伝染

力と高い致死率が特徴の家畜伝染病であり、

平成30年に26年ぶりの国内発生が確認されて

以降、九州での発生はありませんが、令和４

年９月までに33都府県で感染事例が確認さ

れ、発生県の近隣を含む39都府県で豚熱ワク

チンが接種されています。 

 今後、農林水産省よりワクチン接種推奨地

域の指定を受けた場合、県は対象区域でのワ

クチン接種を開始します。初回接種は県職員

である家畜防疫員が実施しますが、初回接種

を終えた母豚や新たに生まれた子豚を対象と

する継続接種は、家畜防疫員だけでなく、知

事が認定する民間獣医師も実施が可能です。 

 豚熱ワクチンの購入管理は県が行い、知事

が認定する民間の獣医師へワクチンを交付す

る場合に手数料を徴収することとなります。 

 次に、(2)について、旅券法及び旅券法施

行令の一部改正に伴い、旅券、いわゆるパス
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ポートの発給手数料の改定を行うものです。 

 パスポートを申請し、発行後６か月以内に

受領せずにパスポートが失効した場合で、そ

の失効後５年以内にまた新たなパスポートを

申請する際、つまり、発行して取りに来ずに

次のパスポートを取りに来る際、県は、失効

したパスポートの発行経費を次のパスポート

の手数料に上乗せして徴収することになりま

した。そこで、その場合は、2,000円が2,000

円ほかということで4,000円、一般的には

4,000円の手数料を取るということになりま

す。 

 (3)について、こちらは、旅券法等の改正

に伴いまして、パスポートの査証欄の増補手

数料を廃止するものでございます。 

 これまで、旅券の査証欄の余白が少なくな

った場合、増補申請を行うことでページ数を

増やすことができましたが、偽造防止の観点

から、この取扱いが廃止されるため、当該手

数料も廃止になります。 

 このほか、(4)については、法律の改正等

に伴い所要の規定の整理を行うものです。 

 次に、３の施行期日です。豚熱ワクチン交

付手数料については公布の日、旅券法及び旅

券法施行令の一部改正に係るものについては

令和５年３月27日としております。 

 最後に、４のその他ですが、(1)は、施行

期日前の申請に対する手数料は改正前の額と

する所要の経過措置を定めるもの、(2)は、

今回の手数料条例の改正に合わせて、熊本県

収入証紙条例の関係規定を整理するもので

す。 

 続いて、説明資料の52ページをお願いいた

します。 

 当せん金付証票の発売、いわゆる宝くじに

ついてでございます。 

 令和５年度の県の宝くじ発売額の範囲を決

定するものでございます。 

当せん金付証票法第４条の規定に基づきま

して、総務大臣へ発売許可を申請する際に当

たり、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 発売総額につきましては、令和４年度と同

様に110億円以内としております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○坂本県政情報文書課長 県政情報文書課で

す。 

 条例議案２件でございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 第10号、熊本県個人情報の保護に関する法

律施行条例の制定についてでございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 条例案の概要で御説明させていただきま

す。 

 １、条例制定の趣旨は、改正個人情報保護

法が施行され、地方公共団体にも適用される

ことに伴い、法の施行に係る手続など、必要

な事項を定めるものです。 

 ２、主な制定内容でございます。 

(1)趣旨については、上記１のとおりでご

ざいます。 

(3)については、県で取り扱う個人情報の

データベースなどについて、帳簿を作成し、

公表するものです。 

(4)保有個人情報の開示義務については、

県が保有している個人情報について、本人か

ら開示請求があった場合、現行条例と同様、

該当文書に含まれる公務員の氏名等は、警察

職員等を除き開示することなどを定めるもの

です。 

(5)及び(6)については、個人情報の開示決

定等の期限を現行条例と同様15日以内とし、

延長の期間を30日以内とするとともに、開示

請求が大量である場合の特例について定める

ものです。 

(7)開示請求に係る手数料等についても、

現行条例と同様、交付に係る実費のみ徴収す

ることとするものです。 

(8)開示請求に係る審査請求の手続におけ
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る諮問については、県の審議会からの答申を

尊重する義務等を定めるものです。 

(9)行政機関等匿名加工情報の利用に係る

手数料については、個人を識別できないよう

にして情報を提供するに当たり、その額を国

と同様とするものです。 

(10)審議会への諮問については、本条例の

改廃等について、県の審議会への諮問を可能

とするものです。 

(12)は、改正法の適用に伴い、県の個人情

報保護条例を廃止するものです。 

 ３、施行期日は、改正法の施行日と同じ令

和５年４月１日としております。 

 続きまして、45ページをお願いいたしま

す。 

 第11号、個人情報の保護に関する法律の一

部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定についてでございます。 

 49ページをお願いいたします。 

 条例案の概要で御説明させていただきま

す。 

 １、条例制定の趣旨は、個人情報保護法の

一部改正等に伴い、関係する４つの条例の規

定を整備するものです。 

 ２、主な制定内容でございます。 

(1)熊本県情報公開条例の一部改正は、改

正法により設けられた行政機関等匿名加工情

報等を、法に基づく手続以外では不開示とす

ることなどを定めるものです。 

(2)熊本県行政文書等の管理に関する条例

の一部改正は、同様に、行政機関等匿名加工

情報等を特定歴史公文書に係る利用不可情報

とするものです。 

(3)熊本県行政不服審査会条例の一部改正

及び(4)熊本県情報公開・個人情報保護審議

会条例の一部改正は、個人情報の開示請求に

係る審査請求の諮問先を、これまでどおり県

の情報公開・個人情報保護審議会とするため

に、所要の規定の整理を行うものです。 

 ３、施行期日は、改正法の施行日と同じ令

和５年４月１日としております。 

 県政情報文書課は以上です。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 50ページをお願いいたします。 

 議案第12号、熊本県議会議員及び熊本県知

事の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。 

 51ページの条例案の概要で説明させていた

だきます。 

 まず、１、条例改正の趣旨でございます。

今回の改正は、公職選挙法施行令の一部改正

を踏まえ、県条例の規定を整備するものでご

ざいます。 

 次に、２、主な改正内容でございます。県

議会議員及び県知事の選挙における選挙運動

の費用につきましては、公職選挙法の規定及

び県条例で定めるところにより、選挙運動用

の自動車の使用やビラ、ポスターの作成につ

いて、その費用を公費負担することができる

とされております。今回、公職選挙法施行令

の一部改正により、公費負担額の限度額が引

き上げられたことから、県条例につきまして

も、これに準じ改めるものでございます。 

 最後に、３、施行期日でございます。公布

の日から施行することとしており、施行日以

後に告示される選挙から適用することとして

おります。 

 説明は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 
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○岩下栄一委員 くまモンスクエアですけれ

ども、大分――時間がたっているけれども、

どのくらいの人が出入りしているんですか

ね。 

 

○脇くまモングループ課長 くまモングルー

プでございます。 

 くまモンスクエアの入場についてでござい

ますが、コロナ前ですと大体50万人ぐらい年

間入っておりました。昨年度は、コロナの影

響もありまして、年間６万6,000人、今年度

は、少し人の動きも出てまいりましたので、

この10月までで５万6,000人という形になっ

ております。 

 

○岩下栄一委員 くまモン自身の活躍に期待

するわけですけれども、多少マンネリ化して

いるんじゃないかなという疑問が１つありま

すし、熊本の新名所になり得るのかどうかと

いうところがありますけれども。 

 

○脇くまモングループ課長 今回のリニュー

アルに合わせまして、これまで、くまモンの

くまモンスクエアに来ていただいている多く

の方々というのが、未就学児のお子さんが非

常に多かったというところもございます。た

だ、くまモンに興味、関心の高い世代といた

しまして、30代から50代の女性、それから高

齢者の皆様方にも大変御興味、関心が高いと

いうのが分析結果として出ておりますので、

これらの皆様方にも楽しんでいただけるよう

な形のリニューアルを施していきたいと思っ

ております。ですので、くまモンスクエアに

関しましては、これまで以上にお客様が来る

ことを期待しているところでございます。 

 

○岩下栄一委員 熊本の、熊本都市圏の新名

所にぜひなってほしいなというふうに思いま

す。 

 もう１つよかですか。 

 

○髙島和男委員長 はい。続けて、岩下委

員。 

 

○岩下栄一委員 私学ですけれども…… 

 

○髙島和男委員長 ページ名を。 

 

○岩下栄一委員 スクールバス、20ページで

すかね。私立高校に――ここは高校だけです

か。 

 

○橋本私学振興課長 今回のスクールバスの

安全対策の補助につきましては、私立の中学

校を対象としております。 

 

○岩下栄一委員 何校ぐらいあるんですか。 

 

○橋本私学振興課長 現在、熊本県内私立中

学校８校ございます。この８校を一応対象と

いうことで考えております。 

 

○岩下栄一委員 私立大学で、平成音楽大学

なんかもスクールバスが走ってるけど、ああ

いうところはその対象にならないんですか

ね。 

 

○橋本私学振興課長 今回私学振興課から提

案させていただいておりますのは、私どもで

所管しております私立の中学校が対象という

ことにしております。で、高校ですとか大学

ですとか、ここら辺は国の支援の対象になっ

ていないと思いますので、恐らく、そちらに

ついての補助の創設というのは考えておられ

ないんじゃないかと思っております。 

 幼稚園、小学校につきましては、他の部局

で安全措置についての予算を計上されておる

というふうに聞いております。 

 以上です。 



第５回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和４年12月16日) 

 - 12 - 

 

○岩下栄一委員 分かりました。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○吉田孝平委員 先ほどのスクールバスの件

なんですけれども、あれは、部活動とか使う

バスはもうつけられないんですよね。 

 

○橋本私学振興課長 対象としましては、通

学用のスクールバスと。 

 

○吉田孝平委員 基本的には、１校１台分ぐ

らいということですよね、大体。 

 

○橋本私学振興課長 これは、学校で結構ま

ちまちでございまして、中には、１校で５台

近く持っておるところもありますので、学校

で持っておるスクールバスの台数は全て対象

ということで考えております。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  

○西聖一委員 14ページの時間外のことにつ

いてお尋ねしますが、今回もかなり追加して

いただいて支給をしていただいているので、

それはいいんですけれども、時間外手当自体

はもうやっぱり年々増えてるという状況には

変わりはないんでしょうか。 

 

○磯谷人事課長 時間外手当につきまして

は、年度によって大分差があります。やはり

災害等が起きた年、例えば平成28年度とか、

令和２年度とかは大きくなってございます。 

 ここ最近の状況としましては、豪雨災害の

ほうは大分落ち着いてきている部分もあるん

ですけれども、コロナの対応というのが大分

全庁的に影響を及ぼしてますので、大体昨年

度並みという形で、そんな低い水準ではござ

いませんけれども、そういう状況でございま

す。 

 

○西聖一委員 これはちょっとこれから要望

に近い部分もあるんですけれども、時間外手

当をなるだけ支出しないようにというか、残

業しないようにという下で支出しないように

が前提ですけれども、振休とか代休で時間外

手当を外すというか、時間外手当を出さない

ようにしていることもやっぱり職場ではやっ

てるんですよね。そうすると、もう休めない

中に代休、振休を割り当てられても、もうや

っぱりつらいと、手当をしっかり頂いたほう

がいいという声がやっぱり聞こえてくるの

で、そこら辺の、時間外管理とかそういう手

当の支給の在り方をしっかりしていただきた

いのと、あと、ずっと積み残していって年度

末にどおんときて、そのときやった時間外手

当が迅速に支払われるのが普通ですけれど

も、かなり遅れて入ってきてるという話もよ

く聞くので、管理者としてはしっかりそこを

適正に扱っていただきたいなということをち

ょっとお願いしたいと思います。 

 

○髙島和男委員長 要望でいいですか。 

 

○西聖一委員 何か答えがあるなら。 

 

○磯谷人事課長 まず、代休、振休につきま

しては、やはり１週間での勤務時間という

か、勤務について、休みをしっかり取るとい

う考えの下で適用されるものだと思ってます

ので、委員御指摘の点、問題がないようには

していきたいというふうに思っております。 

 それから、支給につきましては、基本的に
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は翌月に払っていくということで、予算の措

置もしっかりやりながら対応してまいりたい

と思います。 

 あと、個別にいろいろな事情で遅れてると

いう部分は、適宜、具体的な場所とか確認し

ながら対応してますので、今後も引き続き対

応してまいりたいと思っております。 

 

○西聖一委員 はい、よろしくお願いしま

す。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  

○山口裕委員 すみません、18ページ、私学

振興費でお尋ねさせてください。 

 今回、物価高騰対策ということで光熱費を

支援する経費として計上されております。こ

のことについて何ら異論はありませんし、今

後もこうやってつぶさに対応してほしいなと

思うんですが、来年度から、公立高校では、

エアコン代を無償化を目指すということであ

りますので、今後このような支援ができるの

であれば、私学についても、空調代につい

て、支援の可能性というのは、私は勝手にあ

るんじゃないかなと思ってるんですが、その

辺りについて県の考えをお聞かせください。 

 

○橋本私学振興課長 私立のほうも当然空調

を入れておられるということでございますの

で、その運転資金、ランニングコスト等必要

になるということで伺っております。 

 基本的には、もう私立の学校ですので、学

校のやり方で、考え方で、費用を父兄から徴

収したり学校の経費のほうから支出したりと

か、学校の考え方でやられておるというよう

なところでございます。 

 県におきましては、明確に空調代という形

での助成等を行っているわけではありません

が、経常費補助ということで、私立学校の一

般的な運営のための経費につきましては補助

を出しておりまして、その中には光熱費とい

うことの項目も含まれておりますので、それ

を通じて、間接的に支援をしておるというふ

うに私どもとしては理解しております。 

 私立学校等のほうから、いろんなまた御要

望ですとか御意見があれば、それに対して私

どもも精いっぱい対応を考えていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 しっかり私学振興課では御支

援いただいておるということは十分理解して

おりますし、また、時習館構想とか、前向き

な取組がなされていると評価しております。

その上でまた重ねてお願いをしたいと思って

いるわけですが、今後ともどうぞ御検討いた

だきますよう要望いたします。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

  

○ 田大造委員 18ページの私学振興課の海

外チャレンジ推進事業に関してなんですが、

これは以前私も一般質問で取り上げたことあ

るんですけれども、もう随分時間がたってお

りまして、特に、今年円安が過度に進みまし

て、欧米の有名大学が、年間の学費が７万ド

ルを超えてる学校が続出ですね。州立大学も

もう相当値段が上がってまして、実際私の知

り合いのお子さんが、結局奨学金が一部しか

下りずに断念ということで、この海外チャレ

ンジを利用してるんですね。無理に県単事業

でこの制度を維持するというのは私は懐疑的

でして、今、日本の大学、800ぐらいある大

学、海外と提携して、留年せずに卒業でき

る、互換性の留学というのがどんどん進んで

ますので、基本的に、県が、留学する生徒と

いうのは、ずば抜けて才能がある人が行くべ

きものと考えてます。誰でもチャレンジでき

るというのは、ちょっと税金の使い方として
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私は懐疑的ですので、この際、円安でなかな

かこういった海外に行く機会が難しいという

状況で、見直しの時期かなというふうに私は

思ってるんですが、ちょっとそれに関してど

う捉えているか教えてください。 

 

○橋本私学振興課長 今委員御説明のとお

り、円安でかなり海外進学の際の学費等の負

担が大きくなっているという声は確かに聞い

ております。 

 そういう中で、我々少し生徒の皆さんにも

お話ししたりしていますのが、モンタナ州の

ほうと熊本県、姉妹締結しておりまして、そ

ういう中で、モンタナ州にございます３つの

大学から、熊本県の卒業生に対しまして、返

還不要の奨学金を出していただけるという制

度を今つくっていただいております。最大で

年間１万5,000ドル支給されるというのもご

ざいますので、一つにはこういったものも活

用しながら、先ほどありましたように、奨学

金のほうも、このほかも幾つかございますの

で、そういったものにもチャレンジしていた

だいて、活用して、可能な限り、志ある方は

海外で学んでいただきたいというふうに思っ

ております。 

 それから、この事業の意義ということでご

ざいますが、当然、海外で進学して日本の大

学では得られないような、いろんな体験です

とか学びを得たいという子に、そういった夢

のチャレンジをする機会を与えようという制

度でございます。 

 仮に、今の状況で海外の大学に行けなかっ

たとしましても、その後、当然、おっしゃっ

たように、途中での日本からの留学というこ

とも考えられますし、そういった素養を身に

つけるためにも、高校、中学で、この県の海

外チャレンジ塾でいろいろ学んでいただきた

いというふうに思っております。 

 それから、一緒に、県内の高校生が、学校

の垣根を越えて、それでこの熊本の、県のチ

ャレンジ塾で一緒に学んで切磋琢磨していた

だくということが、この生徒たちの成長にも

つながりますし、そういったことが、学校に

おける周りの友人たちへの刺激にもつながる

ということで、県内の教育の底上げにもつな

がるというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○ 田大造委員 円安傾向というのがもうか

なり長期にわたるというふうに見込まれてま

すので、前提がやっぱりかなり変わってくる

と思いますので、柔軟に対応をお願いしま

す。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○松田三郎委員 私だけ発言しないと不熱心

と言われますので、１つだけ、小さい話でご

ざいますが、人事課長からの御説明でした

が、資料74ページ――本当小さい話が。 

 中身についてはもちろん意見はございませ

んが、この一番に教育職給料表(2)と書いて

ある。79ページには(3)、それぞれ対象が県

立高校であり、市町村立である。これ、(1)

というのは、昔あったけどなくなったのか、

あるいは今回対象になってないのかというの

が、これは教育長マターかもしれませんが。 

 

○磯谷人事課長 ちょっと確認をして、また

お答えさせていただきます。すみません。 

 

○髙島和男委員長 確認の後ということです

が。 

 

○松田三郎委員 入替えもありますけどね、

はい。 

 

○山口裕委員 今回の国の補正予算に素早く
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機動的に対応されて予算計上されていること

には感謝をいたすところでありますが、今回

の補正で、国から民間に直接経済対策として

支給される予算も多々あると聞いておりま

す。 

 例えば、以前好評だった再構築補助金なん

ていうのは今回も計上されているようであり

ますし、今後、民間企業においては、積極的

に使っていただきたいなあと思うところであ

りますが、その辺りの対応というのは、一義

的に担当課であったり国のほうで行っていた

だくのが主なんでしょうけれども、予算の考

え方として、全体の考え方として、今後、県

をまたがない、そんな予算をどのように注視

していくのか、お考えをお尋ねしたいと思い

ます。 

 

○臼井財政課長 財政課でございます。 

 山口県議の問題意識としては、国が直接事

業者に交付する補助金等も含めて、県として

どういうふうに、効果的、効率的に施策を打

っていくのか、あるいは連携していくのかと

いう問題意識からの御質問かというふうに思

います。 

 もちろん、我々、例えば事業者向けの補助

金をつくるときには、国が直接事業者に交付

している補助金を前提として、そこに上乗せ

で足らず前として政策として何を打つべきだ

ろうということを考えながら、国、県合わせ

て全体として事業者に最大限有効な政策パッ

ケージということで、県の役割としての政策

を検討しているかというふうに思います。 

 そこについては、各部局、商工団体あるい

は関係団体との、あるいは国の省庁との連携

あるいは情報交換というのを最大限やってい

くことで対応していきたいというふうに考え

ております。 

 

○山口裕委員 お考えを尋ねられただけでも

嬉しいんですが、例えば再構築補助金なんて

いうのは、補助の上限額が抑えられたりと

か、そういった事業の見直しからそういった

上限額が抑えられたりしてるんでしょうけれ

ども、やっぱり我々とすれば、企業において

積極的に使っていただきたいという思いがあ

って、財政をつかさどる皆さんにも一定程度

目配りをしながら、状況を見ていただきたい

という思いから質問させていただきました。

ありがとうございました。 

 

○磯谷人事課長 人事課でございます。 

 先ほど松田委員のほうから御質問がありま

した件でございます。 

 教育職の(1)についてでございますが、大

学の先生の対象ということになりますので、

本県の対象としてはないということで、今回

も載ってないということでございます。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 

○磯谷人事課長 もう１点よろしいでしょう

か。 

 

○髙島和男委員長 はい、どうぞ。 

 

○磯谷人事課長 人事課でございます。 

 先ほど西委員のほうから御質問あって、時

間外勤務手当の話がございました。 

 基本的には、制度として予算の範囲内で、

管理職なりマネジメントしながら命令を出し

ていくということが前提でございます。少し

誤解を招くような発言がありましたので、補

足させていただきます。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 時習館構想ですけれども、

時習館構想の成否を問うのはちょっと早過ぎ

るかなというふうに私は思います。 

 蒲島さんがいい例で、海外で学ぶべきもの

はもうあまりないと思うんですよ。異文化体
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験というのが一番主たる目的だから、そうい

う意味では、この時習館構想はもっともっと

継続していって、様子を見るべきじゃないか

なと。だからあれがもう無駄だったとかいう

のはまだ早いです、というふうに思います。 

 

○髙島和男委員長 答弁は要りませんです

ね。 

 

○岩下栄一委員 答弁は要りません。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩下栄一委員 もう１点あっとたい。もう

１点は、震災慰霊祭とかなんとかいろいろ行

事がありますけれども、イベントが、これは

みんな民間委託ですか。いろんなイベント。 

 

○野中秘書グループ課長 熊本地震の慰霊式

につきましては、基本的な当日の設定と司会

等については委託を行っております。それ以

外は職員でやっております。 

 

○岩下栄一委員 県庁には優秀な職員さんが

圧倒的に多いから、もう自分ちでいろいろや

ったらどうですかね、その民間委託せずに。 

 

○野中秘書グループ課長 基本的には県職員

でやっておりますけれども、花の祭壇の設営

とかでございますので、その部分について

は、さすがに県職員もおりませんので、申し

訳ありません。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで約５分間休憩いたします。 

再開は11時５分といたします。 

  午前10時59分休憩 

―――――――――――――― 

  午前11時４分開議 

○髙島和男委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行いますが、

質疑については、執行部の説明を求めた後に

一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま、簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、担当課長から議案等について順

次説明をお願いします。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 23ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定について御説明させてい

ただきます。 

 上段の「環境首都」水俣・芦北地域創造事

業は、水俣市が水俣川河口臨海部において護

岸整備などを行うなぎさ造成事業等につい

て、建設資材の入手困難等により、年度内の

事業完了が困難となったため、繰越明許費の

設定をお願いするものでございます。 

 下段の被災住宅移転促進宅地整備受託事業

は、令和２年７月豪雨災害により甚大な被害

を受けた球磨村の住まいの早期再建に向け、

県が村から受託して実施する宅地整備等につ

いて、村が活用する国庫補助事業に必要な国

同意の手続に想定以上の期間を要したこと等

により年度内の事業完了が困難となったた

め、繰越明許費の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 地域振興課は以上でございます。 

 

○坂本交通政策課長 交通政策課でございま
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す。 

 まず、冒頭提案分でございます。 

 引き続き24ページをお願いいたします。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 交通整備促進費の地域交通燃料価格高騰対

策事業といたしまして、新型コロナの影響に

よる利用者減に加え、燃料価格の高騰により

影響を受ける地域交通事業者への支援に要す

る経費をお願いしております。 

 続きまして、おめくりをいただきまして26

ページをお願いいたします。 

 追加提案分でございます。右の説明欄をお

願いいたします。 

 交通整備促進費のＪＲ肥薩線鉄道復旧調

査・検討事業といたしまして、ＪＲ肥薩線の

復旧後の持続可能性について調査を行い、鉄

道を軸とした地域振興、活性化に取り組むた

めの再生ビジョン等の策定に要する経費をお

願いしております。国庫補助を２分の１充当

する予定でございます。 

 次に、空港整備促進費の阿蘇くまもと空港

アクセス鉄道整備調査検討事業といたしまし

て、ＪＲ豊肥本線肥後大津駅から分岐するル

ートに方針を決定したことを踏まえまして、

具体のルート案を検討するための調査や環境

アセスの配慮書作成に向けた調査に要する経

費をお願いしております。 

 おめくりをいただきまして27ページをお願

いいたします。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 ただいま御説明いたしました２つの事業に

つきまして、年度内での事業完了が困難であ

るため、翌年度への繰越しをお願いするもの

でございます。 

 交通政策課は以上です。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 25ページ上段をお願いします。 

 債務負担行為の設定でございますが、熊本

県総合行政ネットワーク等管理運営事業とし

て、限度額１億3,972万円余の設定をお願い

しております。 

 これは、本庁と地域振興局等を結ぶ総合行

政ネットワーク等の管理運営に係る令和５年

度の業務委託につきまして、切れ目なく令和

５年４月１日から委託するため、本年度中に

入札などの契約事務を終える必要があること

から、債務負担行為の設定をお願いするもの

でございます。 

 システム改革課は以上です。 

 

○田浦政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 資料は、同じ25ページの下段をお願いいた

します。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 庁用自動車賃借として、限度額468万円の

設定をお願いしております。 

 これは、職員が公務で使用する自動車の賃

借につきまして、来年度４月１日から使用す

るには年度内に契約を行う必要があるため、

債務負担行為の設定をお願いしているもので

ございます。 

 球磨川流域復興局は以上でございます。 

 

○枝國管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 29ページをお願いいたします。 

 債務負担行為のうち、29ページから31ペー

ジの事項に記載の給食業務など４業務につき

ましては、全庁的に共通するものとして、当

課で取りまとめ、一括で御説明いたします。 

 今回は、令和５年度当初から業務を実施す

るため、年度末までに契約を行っておくこと

が必要なもののうち、契約事務に相当の期間

を要するものにつき、債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。 

 まず、債務負担行為の追加で、給食業務で

ございます。 
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 学校や施設の当業務についての債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 続きまして、30ページを御覧ください。 

 ここからは変更分でございます。 

 まず、県有施設等管理業務でございます

が、県内各地域の総合庁舎等の清掃、警備な

ど、施設の維持管理等の業務について、新た

に債務負担行為の設定が必要でございます。

変更後の限度額は52億5,800万円余でござい

ます。 

 下の段の情報処理関連業務でございます。 

 これは、職員用パソコンをはじめ各種情報

処理機器の保守点検等に係る業務委託につい

て、新たな設定が必要なものでございます。

変更後の限度額は７億3,400万円余でござい

ます。 

 31ページをお願いいたします。 

 最後になりますが、事務機器等の賃借でご

ざいます。 

 電子機器や各種システムのリースなどに係

る債務負担行為の設定が必要でございます。

変更後の限度額は30億2,300万円余でござい

ます。 

 管理調達課は以上でございます。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。――質疑

はございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、説明員の入れ替えを行いますの

で、ここで約５分間休憩いたします。 

再開は11時20分といたします。 

  午前11時11分休憩 

―――――――――――――― 

  午前11時18分開議 

○髙島和男委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第７号から第12号ま

で、第29号、第44号及び第51号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外９件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外９件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第43号を議題とい

たします。 

 請第43号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 請願事項は４項目ありますので、それぞれ

の項目の現状や県の取組について御説明いた

します。 

 まず１点目は、熊本県単独予算による学費

補助制度の拡充を求めるものです。 

 国の就学支援金制度において、令和２年度

から、年収590万円未満世帯に対する支援の

上限額が大きく引き上げられたことに伴い、

それまでの県単独予算につきましては、令和

２年度から開始した高等学校専攻科生徒への

就学支援制度や授業料減免制度における減免



第５回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和４年12月16日) 

 - 19 - 

基準額の引上げなど、就学支援金以外の学費

補助の充実に活用しております。 

 ２点目は、年収350万円未満世帯までに入

学金の補助を求めるものです。 

 収入が低い世帯の入学金の負担軽減のた

め、現在、私立高等学校授業料等減免補助に

おきまして、生活保護世帯を対象に入学金を

補助しております。 

 ３点目が、集中豪雨やウイルス感染症等の

災害による家計急変家庭への補助制度の拡充

を求めるものです。 

 まず、新型コロナウイルス感染症に係る家

計急変世帯への支援につきましては、従来か

らあります私立高等学校授業料等減免補助や

奨学のための給付金で対応しております。さ

らに、今年度は、この授業料と減免補助に新

型コロナ拡充分を新設しまして、家計急変後

の収入要件基準を、年収目安270万円以下か

ら590万円未満に引き上げる拡充を行いまし

た。 

 また、令和２年７月豪雨分につきまして

は、被災生徒授業料等減免補助があり、要件

に該当する場合は、授業料や施設整備費等に

ついて、学校が減免を行った額を県が全額補

助しております。 

 ４点目は、授業料等減免制度における学校

負担20％を撤廃し、県の直接事業とすること

を求めるものです。 

 授業料減免補助の割合につきましては、平

成16年度に県と学校が協力して支援に取り組

むとの趣旨で、学校の御理解をいただき、現

在も継続しているものです。 

 請願の各項目の説明は以上ですが、県とし

ましては、引き続き、教育環境の充実確保の

ため、精いっぱい取り組んでまいります。 

 説明は以上です。 

 

○髙島和男委員長 請第43号について、質疑

はありませんか。 

 

○西聖一委員 一応、行政としても、担当部

署としても対応してるという話は分かるんで

すけれども、やっぱり現場の生徒さんの声と

か保護者の声は、九州の平均ぐらいはしてく

ださいよという声がやっぱりあるんですね。

数字的に見ると、足りないんじゃないかなと

私たちも思ってますし、先日も、生徒さんか

らの生の声聞くと、もちろん学校の授業料も

払えない中でバイトしてるという話もありま

すけれども、修学旅行も最初からもう行きま

せんと、諦めてますという声を聞くと、何と

かそういうところにも手当てしていただけな

いかなと思うんですが、そういうところはど

のように考えてるかと。 

 

○橋本私学振興課長 まず、学費の関係です

が、就学支援金制度、これは国の制度にのっ

とってやっておるわけですが、県としまして

は、まずは国において、自治体間格差がない

ように拡充を図っていただきたいという要望

を、引き続き国のほうにはやっておるという

ところです。 

 それから、県のその支援の在り方につきま

しては、この就学支援金以外の部分で、県の

単独予算で、私学の振興ですとか、助成です

とか、そういったものに手当てしている部分

もございますので、そういうのも含めて、全

体として、私学、それから生徒さんたちの支

援に努めているというところです。 

 また、本当、修学旅行費も大変だというよ

うな御家庭につきましては、奨学のための給

付金という制度も設けておりますので、そう

いったものも活用していただきながら、可能

な限り、県としてもしっかり支援していきた

いと思います。 

 学校のほうとも、当然生徒さんの声も踏ま

えながら、今後も我々も努力していきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 
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○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。請第43号について

は、いかがいたしましょうか。 

  （｢採択」｢不採択」と呼ぶ者あり) 

○髙島和男委員長 採択、不採択、両方の意

見がありますので、採択についてお諮りいた

します。 

 請第43号を採択とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○髙島和男委員長 挙手少数と認めます。よ

って、請第43号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙島和男委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 天野政策調整監。 

 

○天野政策調整監 知事公室付でございま

す。 

 報告資料の①をお願いいたします。 

 髙木議員の一般質問において知事が答弁し

たＴＳＭＣの進出効果を最大化するグランド

デザインを目指した取組について御報告いた

します。 

 まず１番、農振除外を伴う土地利用調整へ

の対応についてです。 

 資料左側に、背景、課題について記載して

おりますが、端的に申し上げると、ＴＳＭＣ

の進出を契機に、半導体関連企業の進出意欲

が高まっており、それに対応する用地の迅速

な確保が求められている一方で、周辺農地は

優良農地が多く、農地を確保していくことも

重要であるため、農業と工業のバランスを取

りながら、限りある土地をいかに有効利用し

ていくかということが喫緊の課題となってお

ります。 

 右側上段の対応方針を御覧ください。 

 農業振興との両立を図りつつ、企業進出や

それに伴う住宅団地の整備を迅速かつ円滑に

進めるため、意欲的に土地利用調整に取り組

む市町村が、農村産業法などの特例法を活用

して、基盤整備が行われていない農用地等に

企業や住宅を、集約、誘導できるよう支援し

ていきたいと考えております。 

 具体的には、庁内に半導体拠点推進調整会

議を年内に設置します。農振除外を伴う開発

案件について、各種法令手続を含めた相談調

整を一元的に受け付け、必要な助言を行いま

す。さらに、農振除外と併せて、市街化調整

区域における地区計画など、ほかの法令手続

を並行して進めるなど、集中的に市町村を支

援し、手続のスピードアップを図ります。 

 また、この会議を通して、市町村に特例法

の活用を働きかけるとともに、市町村の関係

職員を対象に、特例法の活用や手続期間の短

縮のための研修会を開催するなど、市町村の

取組を積極的に支援します。 

 次に、２番、県内全域への波及効果への対

応についてです。 

 右側最下段にあるとおり、ＴＳＭＣの進出

効果を県内全域に波及させていくため、市町

村の期待や懸念、取り組みたい施策等につい

て、全市町村と年明けから意見交換を行って

まいります。 
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 この内容については、経済環境、農林水

産、建設の各常任委員会においても、担当課

から御説明をいたします。 

 御報告は以上です。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 ｢報告資料②」と記載されている資料をお

願いいたします。 

 水道広域化推進プランの策定に向けた取組

状況について報告をさせていただきます。 

 まず、１、プラン策定の背景についてでご

ざいます。 

 市町村及び一部事務組合が行う水道事業

は、独立採算が前提となる公営企業として運

営されておりますが、今後の人口減少に伴う

料金収入の減少などにより、経営環境が急速

に厳しくなることが見込まれております。 

 次に、２、国からの要請内容についてでご

ざいます。 

 このような中で、国は、水道事業の経営基

盤の強化を図る観点から、都道府県に対しま

して、今年度末までに水道広域化推進プラン

を策定、公表するよう要請しているところで

ございます。 

 次に、３、県におけるこれまでの取組につ

いてでございます。 

 水道事業の広域連携につきましては、これ

まで県内を、裏面に記載しております６つの

地域に区分をしまして、地域ごとに県及び市

町村等で構成する協議会を設置し、検討を進

めてまいりました。また、昨年度からは、プ

ラン策定に向け、水道事業の現状分析や将来

分析、広域化シミュレーション等の作業を行

っておりまして、現在、これらを踏まえ、今

後の広域化に係る全県的な推進方針につい

て、市町村等と協議を進めているところでご

ざいます。 

 次に、４、プランの方向性についてでござ

います。 

 本県では、水道の水源の約８割を地下水が

占め、水質も良好であるため、比較的簡易な

浄水施設が多く、施設の統廃合につきまして

は、新たに必要となる水道管の布設費用等を

考慮すると、経済的な効果を見込むことが難

しい状況となっております。 

 このような状況から、市町村等とは、施設

の管理業務の共同委託や料金管理システムの

共同化などのソフト面を中心に協議を進めて

おります。 

 また、経営統合につきましても、中長期的

な課題として検討、協議を行っているところ

でございます。 

 最後に、５、今後のスケジュールについて

でございます。 

 資料に記載のとおり、12月の下旬までに市

町村等とプラン案について協議をし、パブリ

ックコメントを実施する予定でございます。

最終的なプラン案の概要につきまして、３月

の本委員会に報告をさせていただき、年度内

に策定、公表したいと考えております。 

 なお、本日のこの内容につきましては、本

委員会のほか、地域対策特別委員会にも御報

告をしております。また、経済環境常任委員

会につきましては、環境保全課のほうから報

告をさせていただいておりますので、申し添

えます。 

 説明は以上です。 

 

○坂本交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 報告事項③の資料、横向きの資料をお願い

いたします。 

 ８日の松田議員の一般質問において、知事

が各常任委員会で御報告すると回答いたしま

した県民総合運動公園へのアクセス改善に向

けた取組について御説明をいたします。 

 まず、現状、課題について、運動公園は、

公共交通による交通アクセス手段が乏しいた

め、自動車によるアクセスが中心になってい

る状況でございます。そして、今回、空港ア
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クセス鉄道のルート見直しにより、鉄道によ

る運動公園アクセス改善ができなくなったこ

と、また、今期終盤のロアッソホームゲーム

において渋滞が発生し、喫緊の課題として対

応が迫られていることを掲げております。 

 次に、基本的な考え方ですが、これまで

は、基本的にはイベント主催者に個別の渋滞

対策を求めてきておりましたが、今後は、県

民総合運動公園を設置、管理している県が主

体的に対応する形に変更することといたしま

す。 

 中段の対応の方向性としては、運動公園ア

クセス改善に向けた全庁挙げての取組体制の

構築、利用者数に応じた対応策のパッケージ

化、その効果を検証しながら、取り得る対応

策の随時のアップグレード、そして、主催者

等調整会議、仮称でございますが、この設

置、開催により対応策を強化してまいりま

す。 

 具体的な対応策について、まず、ハード対

策については、シャトルバスのスムーズな運

用に向けたバスベイの改修を行うとともに、

送迎用車両の乗降所を別途設置することの検

討を行います。 

 次に、利用者数に応じた対応パッケージと

して、公園利用者数が4､000人以上となるよ

うな場合において、まず、駐車場対策とし

て、公園内施設の臨時駐車場としての活用を

２段階で行い、また、出庫時の円滑化を図る

ためのメイン駐車場からの臨時退出ルートの

設定を行います。 

 また、自動車利用の抑制に向け、ロアッソ

の試合を含むイベント時には、観客数の見込

みに応じて、シャトルバスの運行やパーク・

アンド・ライドの実施規模を設定し、その実

施に対しまして、イベント主催者への支援を

行います。 

 さらに、徒歩、自転車利用に対しまして

は、割引券の導入などのインセンティブの検

討を行ってまいります。 

 このような取組をパッケージ化して行い、

何が効果的なのか検証することとしておりま

す。 

 まず、来年２月末頃に開催が予想されるロ

アッソの開幕戦などのイベントで実証実験を

行いながら、効果や課題を検証し、よりよい

対策ができるよう取り組んでまいります。 

 次のページをお願いいたします。恐れ入り

ます。見開きになっております。 

 県民総合運動公園の地図と赤の二重線で新

たに実施する主な対策案の箇所を記載してお

ります。 

 主な施設の位置については、右下の白抜き

の施設がパークドーム、その左下にえがお健

康スタジアムがございます。その間を国体道

路南北線が通っている状況です。 

 シャトルバスのスムーズな運用のためのバ

スベイについて、えがお健康スタジアムとパ

ークドームの間にある既存のバスベイを延伸

する改修、また、パークドーム北側に送迎車

両の乗降所の設置、これは、交通解析が必要

でございますが、その検討を行います。 

 また、メイン駐車場から出庫時における混

雑を回避するため、左側に園路を利用した退

出路を追加設置することにより、国体道路南

北線への集中を避け、駐車場からの退出の円

滑化に取り組みます。 

 さらに、利用者数に応じ、(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)の

３か所の多目的グラウンド等の公園施設550

台分を新たに臨時駐車場として活用する予定

としております。 

 このような取組を行うこととしております

が、今御説明した対応案というのは、あくま

でも現時点で考えられる案を整理したもので

ございます。 

 例えば、現時点でも、駐車場が空いている

場合でも、土日の午後、周辺道路で渋滞が発

生していたり、臨時駐車場についても、関係

者用の駐車場として既に一部利用されている

ため、予定しているほどに一般観客用に台数
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が向けれないといった、机上の計算どおりに

はなかなかいかないこともあろうかと考えて

おります。 

 そのため、何が効果的なのかを検証しなが

ら、対応策をアップグレードしていき、渋滞

を抑制し、スムーズに集客、そして御利用い

ただけるような体制を構築してまいりたいと

考えております。 

 交通政策課は以上です。よろしくお願いを

いたします。 

 

○有働政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 右上に「報告資料④」と記載してあります

資料をお願いいたします。 

 緑の流域治水と五木村・相良村振興につい

て、現在の主な取組状況について御報告しま

す。 

 なお、本件については、総務常任委員会の

ほか、建設常任委員会においても同様に御報

告させていただいています。 

 まず、1、緑の流域治水の主な取組状況と

して、(1)流水型ダムに係る環境アセスメン

トについて御説明いたします。 

上段の囲みに記載のとおり、先月14日、国

において、環境影響評価方法レポートが公表

され、先月26日から30日にかけて、流域７つ

の市町村で説明会が開催されました。現在、

12月28日まで、一般からの意見聴取の手続が

進められています。 

 今後、県が設置した流水型ダム環境影響評

価審査会、流域市町村長等の御意見を踏ま

え、知事意見を提出する予定となっていま

す。 

 次に、(2)流水型ダムの事業の方向性、進

捗を確認する仕組みについてでございます。 

 囲みに記載のとおり、流水型ダムについ

て、安全、安心を最大化するものであるとと

もに、球磨川、川辺川の環境に極限まで配慮

し、清流を守るものとして整備が進められて

いるのか、県や流域市町村だけでなく、流域

住民の皆様も一体となって、事業の方向性や

進捗を確認する仕組みを設置し、このたび第

１回の会議を開催いたします。 

 なお、この仕組みは、令和２年11月の知事

の表明に基づき設置をするものです。 

 下段を御覧ください。第１回の会議は、今

月25日、人吉市の中小企業大学校人吉校にて

開催いたします。 

 会議では、流水型ダムの建設事業の方向性

の確認等を行う予定です。 

 裏面をお願いいたします。 

 流水型ダムのほかに、緑の流域治水の取組

の状況について３点御報告します。 

 (3)宅地かさ上げ事業の本格着手に向けた

取組についてでございます。 

 国においては、10月15日に、球磨村神瀬地

区の地域住民の皆様を対象に、施工計画の説

明や先行盛土の現地見学会が開催されまし

た。また、県においては、11月前半に、球磨

川中流部の３市町村で、宅地かさ上げの高さ

等を確認する地元関係者等との合同現地調査

を実施いたしました。 

 今後、地区ごとの整備方針にのっとって、

順次建物調査等に着手してまいります。 

 次に、(4)万江川での土砂・洪水氾濫対策

についてでございます。 

 令和２年７月豪雨で大量の土砂流出や流木

が発生した万江川において、砂防、河川、治

山事業が連携した土砂・洪水氾濫対策の具体

的検討に着手しました。学識経験者、行政関

係者から提言を頂くための検討委員会を設置

し、10月17日に第１回委員会を開催いたしま

した。今後、今年度末を目標に提言を取りま

とめる予定です。 

 次に、(5)市房ダムに関する普及啓発の取

組についてでございます。 

 11月21、24日に、人吉市役所の全職員を対

象に、市房ダムの操作や市房ダムから発信す

る情報等に関する説明会を開催しました。引
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き続き、ダムに関する理解を深めるため、他

の市町村職員や住民への説明会を行っていく

予定です。 

 最後に、２、五木村、相良村の振興につい

てでございます。 

 五木村については、本年10月に、現時点で

国と県が考える新たな五木村振興計画の案を

村と村議会に提示し、様々な御要望を伺いま

した。県としましては、この御要望を真摯に

受け止め、それらが一つ一つ実現できるよ

う、現在具体的な検討を進めています。 

 五木村が将来にわたって安心して村の振興

に取り組んでいけるよう、今年度末を目途

に、国や村と一緒になって、新たな振興計画

を策定してまいります。 

 相良村については、10月７日に、相良村長

から、村の振興策の提案を受け、田嶋副知事

をトップとする第１回の相良村振興推進会議

を10月31日に開催いたしました。 

今後、今年度末を目途に、振興策を取りま

とめてまいります。 

 説明は以上です。 

 

○髙島和男委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

  

○ 田大造委員 運動公園の駐車場に関して

ちょっとお尋ねしたいんですが、駐車場確保

のためにいろいろ努力されてるというのは非

常に分かったんですが、やはり大規模イベン

トのときは、もっと１万台止められるような

新たな場所を確保しておく必要があるのかな

と。この辺の土地で、大規模の駐車場を新た

に造ることが、今取得することができる場所

というのはあるんでしょうか。教えてくださ

い。 

 

○坂本交通政策課長 常設の駐車場を増やす

という部分については、ここは都市公園管理

の所管である都市計画課、その他の法令の所

管課等ときちんと整理をしないと、なかなか

簡単にはいかない問題だと考えておりますけ

れども、我々といたしましては、まずは既存

の今回考えた対策でやってみて、あるいはそ

の自家用車を何とか抑制、ここの南北線への

流入を抑制できるような対策、取り得る対策

からまずはやらせていただいて、その上でま

た、次の何がしか、なかなかうまくいかない

ということであれば、そういった部分も視野

に入れながら、庁内全体で検討していくと、

そういうプロセスを考えております。まず

は、この取り得る施策を実証的にやらせてい

ただくということを考えております。 

 以上です。 

 

○ 田大造委員 ぱっとこの地図を見ました

ら、利用者からしてみれば、もうかなり誘導

がしっかりしてないと、どこに止めていいの

かというふうに、分からなくなっちゃうと思

うんですよ。理想を言えば、周辺地域に１万

台規模の駐車場、新設できれば、もうかなり

解決すると思いますので、私も様子を見守り

たいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかにありませんか。 

  

○松田三郎委員 昨日の高特の特別委員会で

も、これもちろん同じ資料だったんでしょう

から、いろいろ議論があったようでございま

すが、１ページ目のさっき坂本課長がおっし

ゃった対応の方向性、ここのことだと思いま

す。取り得る対応策から速やかに取り組み、

効果を検証しながら随時対応策等をアップグ

レードすると。 

 ですから、今の時点で、取りあえず県のや

れる範囲で、あまり時間もかからない、お金

もかからない、そういうのを集めると、こう

いう経過というか、途中になるんだろうと思
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います。 

 ですから、なかなか台数が少ないとか、も

っとこうしてと言われても、恐らく、課長か

らすると、あるいは部長からすると不本意な

思いかもしれませんが、多少何か抜本的なと

いうのがあるかどうかは別としまして、先の

ゴールが、取りあえずこれをやって、ここを

利用される方にもしばらくは、さっきあった

ように、確かに遠くなるかもしれませんし、

思った以上に渋滞がひどくて時間に間に合わ

なかったということもあろうかと、そもそも

前提としていらいらするとかですね。多少い

つもより早め早めに家を出ていただくとか、

ちょっと遠いところから歩いていただくと

か、また、そのいらいらもちょっと抑えてい

ただくとか、多少利用なさる方にも御不便を

かけるけれども、取りあえずいついつぐらい

まではお願いしますというようなアナウンス

は我々を含めて必要かなという、片方では思

っております。 

 あとは、 田委員おっしゃったように、ち

ょっとできるかどうか分からないけれども、

こういうのができると、かなり渋滞が緩和で

きるなというのがあるならば、今の時点では

なかなか――県職員の方々は、できないこと

を無責任に言うのははばかられるというよう

な意識がおありかもしれませんが、その検証

をしながらというところがありましたので、

片方では検証しながら、足りない場合はやっ

ぱりこういうのもやっていかなきゃいけない

なというところも当然考えられるんだろうと

思っておりますので、これはなかなかゴール

が、ここまで行けばというのはないと思いま

すが、引き続き、ちょっと大胆な案も考えて

いくべきだろうと思っております。 

 そこで、ちょっと小さい話ですけれども、

この表でいく、臨時の(追加)という、合計

550台ですね。多目的のＡ、Ｂ、Ｃか。これ

で想定してるのはあれですか。このとき、例

えばここを使う人は、事前の調整でその日は

使わないでくださいと言って開けて、そこに

入れるということか、何かこの地図じゃ分か

りにくいけど、別にちゃんとこの台数は確保

してという台数のことなんですかね。ちょっ

と教えていただきたい。 

 

○坂本交通政策課長 この新たに臨時駐車場

として活用するＡ、Ｂ、Ｃについては、現在

は何といいますか、多目的グラウンドという

ことで、普通に、例えば子供たちがちょっと

サッカー蹴ったりとか、そういう感じで使わ

れている部分でございますので、そこをきち

んと職員等も、誘導員等も配置した形で、臨

時的に――事前の告知等も多分必要になると

思うんですけれども、駐車場として一時的に

使用するということでございます。 

 

○松田三郎委員 じゃあ、グラウンドの中に

…… 

 

○坂本交通政策課長 そうです。 

 

○松田三郎委員 止めるということですね。

はい。結構です。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○山口裕委員 私も運動公園のアクセスにつ

いてちょっと意見を述べさせていただきま

す。 

 私も大胆に考えていただいたほうがいいん

じゃないかなというふうに感じてる一人で

す。 

 例えば、県道辛川鹿本線から国体道路南北

線に入って、平時から、この交通量ってかな

りあるんだと思っております。この住民だっ

たり経済界の皆さん、よく利用される道路に

なってるなと。でも、辛川線というのは、本

来は、一度――この図でいうと、右側に折れ



第５回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和４年12月16日) 

 - 26 - 

る本線でありまして、こういったところを考

えると、今後道路の改良についても検討して

ほしいなというのがあります。 

 あと１点、歩行者――いろんなイベントが

行われるパークドームやえがお健康スタジア

ムに歩いていくというのも私経験したことが

ありまして、ここはなかなか、国体道路沿い

というのも歩きづらいですし、そしてまた、

駐車場からそのイベントが行われる施設まで

の距離も結構あって、高齢者の方が文句言い

ながら歩いてたのを横で聞いておりました。

そういったことも考えると、様々に考えてい

ただいて、そして平時の影響とか、そういっ

たことも考えた上で、この利用にアクセスが

高まるような改善をしてほしいなと思います

し、発言されたアップデートですか、に期待

しながら、今後のアクセスを検討していただ

きたいと思います。 

 意見です。以上です。 

 

○髙島和男委員長 ほかにございませんか。 

 

○ 田大造委員 流水ダムについてなんです

が、いろいろ広報、これからどんどんしてい

くと思うんですが、私もいろんな有権者の方

と話す機会があって、不安に思ってる方って

結構いらっしゃるんですね。 

 例えば、本当に大雨が降ったときにゲート

が閉じるんだろうかとか、または、大雨が降

って一夜にしてかなりの水がたまった場合、

動植物とかも逃げ場をなくして、全部水没し

ちゃうんじゃないかと。野生動物、いろいろ

な種類の動物がいて、穴に暮らしているタヌ

キとか、ああいうのはもう全部水没して、環

境に、自然に対して非常に厳しいダムじゃな

いかという意見もありますので、いろんな懸

念や不安というのがやっぱりあるというのは

確かなことでして、本当に大丈夫なのかとい

う声に対して、ぜひ丁寧に説明するというこ

とをお願いしたいと思います。 

 

○髙島和男委員長 要望でいいですか。 

 

○ 田大造委員 はい。 

 

○髙島和男委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 ここで、私のほうから１つ御提案がござい

ます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取組

の一つとして、常任委員会ごとに１年間の常

任委員会としての取組の成果を、２月定例会

終了後に県議会のホームページで公表するこ

ととしております。 

 つきましては、これまで委員会で各委員か

ら提起された要望、提案等の中から、執行部

において取組の進んだ項目について、私と副

委員長で取組の成果案を取りまとめた上で、

２月定例会の委員会で委員の皆様へお示し

し、審議していただきたいと考えております

が、よろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○髙島和男委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、委員の皆様から、その他で何かあ

りましたら質問をお受けしますが、出席職員

を限定しておりますので、この場でお答えで

きない内容については、後日回答させていた

だきます。 

 それでは、委員から何かありませんか。 

 

○山口裕委員 先日管内視察に参加させてい

ただいて、意義ある管内視察だったなあとい

う観点と、そしてまた、今後進めるであろう

デジタル化に向けて、本当にこれで大丈夫か

なという懸念がありました。同行された方は

お気づきかと思いますが、なかなか、オンラ

インによる効率化や時間短縮効果等々様々な

ことを期待しながらも、そしてまた、プレゼ
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ンテーションがどうあるべきかを期待しなが

らも見させていただいた状況がそんなによろ

しくなかった。 

 こういったことを考えると、今、ＮＴＴ西

日本さんの力を借りて一生懸命頑張っておら

れるようですけれども、私は残念な結果だっ

たなと思っております。皆さんがしっかり

と、執行部とは、県行政として力を合わせて

やってるとするならば、しっかりと意見を言

うべきだと思っております。まさにデジタル

化進めるに当たって根本的なところですか

ら、この辺り、どのように考えて対処してい

くのか、お考えを聞きます。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

す。 

 まずもって、ＮＴＴ西日本熊本支店での視

察が分かりにくく、伝わりづらかったこと、

おわびを申し上げます。 

 ＮＴＴからも、当日の状況、特に映像が粗

く、暗く、さらに映像が固まり、分かりやす

くお伝えすることができなかったと、大変申

し訳ございませんでしたというお話を伺って

おります。 

 原因につきましてお尋ねをしたところ、光

量、明るさが足りていなかったこと、それか

ら、ユーチューブライブなどの外部サービス

を利用したこと、視察会場でWi-Fiが重複し

たことなど挙げていらっしゃいました。 

 しかしながら、これらは、事前に十分な確

認を行っておけば防げたのではないかという

問いかけをＮＴＴ側にお伝えしております。

我々といたしましても、本来どのような視察

になるはずだったのか、同じ環境で同じ内容

を見せていただき、確認をしていきたいと思

います。このたびは誠に申し訳ございません

でした。 

 

○山口裕委員 ＤＸを進める上では、重要な

パートナーだと思っておりますので、しっか

りと皆さんも向き合っていただいて、そのこ

とが、我々の将来にわたってもよろしい影響

が出てくると思いますので、どうぞ頑張って

ください。よろしくお願いします。 

 

○髙島和男委員長 ほかに何かありません

か。 

  

○松田三郎委員 ちょっと組織のことで、人

事課長か、もしくは総務部長にお尋ねしたい

と思いますが、いろいろ社会も複雑化して、

例えばＴＳＭＣの進出が決まったので、年度

途中というのもあるでしょうけれども、いろ

いろな部局の方で集まって、いろいろ策を考

える。いろいろなテーマが、なかなか１つの

課、部だけでは難しいなというのもいろいろ

出てきているし、これからも出てくるだろう

と思っております。 

 ですから、基本私は、縦割りは非常にある

意味では合理的だとは思っておりますが、場

合によっては、県庁横断的にとか、その都度

何かプロジェクトチームをつくるとか、ある

いは今は対策本部とかですね、知事をトップ

にする、あるいは副知事をトップにすると、

いろいろあって、もともとルーチンの仕事も

ありながら、そういうのとは非常に大変なん

だろうと思っております。 

 それで、来年度に向けて、今の段階で、例

えば、この分野はやっぱり新しい課をつくら

なきゃちょっと対応難しいなとか、新しい局

とか、リニューアルして部とかというのは難

しいかもしれませんけれども、何かそういう

のが、この時期に、これをつくりますとはな

かなか言いにくいのかもしれませんけれど

も、そういうのが何か、来年度に向けて組織

の統合はあんまりないか、改正なり、リニュ

ーアルなり、新設なりというのがあるかどう

かというのが１点と、大体そういうのは、人

事課長が決めるんですかね。それとも、いろ

いろな聞き取りの中で、総務部長か知事か副
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知事以下、やっぱりそれだったらこういう課

が必要かなというのは、誰がどうやって決め

るのかなあというのを、一般的な話も含め

て、その２点、お答えいただければと思いま

す。 

 

○磯谷人事課長 今の段階で、どこまでとい

うのがありますので、ちょっと難しい御質問

だなというふうに率直に感じておりますけれ

ども、まずＴＳＭＣに関しましては、やはり

大きな取組だと思ってますので、それに応じ

た対応というのは考えていかなければならな

いのかなというようなことは考えて、検討を

しているところでございます。 

 あと、決定の方法につきましては、当然知

事が決定をしていくということになりますけ

れども、プロセスにつきましては、各部局の

ほうで、いろいろな事情があるというふうに

認識をしてますので、そこを人事課としても

受け止めながら検討をしていくというのが基

本的な流れかなというふうに認識をしており

ます。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 人事課長は大体慎重な方で

すので、なかなか今の段階でというのは、そ

れぐらいかなとは思っておりましたが、例え

ば予算編成というのは、時期によって、各班

から各課とか、課長査定、部長査定と進んで

いきますよね。組織の場合は、さっき聞き取

り等々とおっしゃいましたけれども、何かあ

る程度決まったプロセスっていうのはあるん

ですか。それともやっぱりその都度その都度

必要に応じて考えていくという経過をたどる

のか、そこだけ総務部長いいですか。 

 

○平井総務部長 組織のつくり方は、基本的

に今人事課長の答弁しましたとおり、組織要

求という時期がありまして、各所属から要求

を出してもらって、このような組織の改編を

やりたいというのを、もちろん根っこには置

いてます。ただ、もちろん例外もありまし

て、トップダウン的な発想といいますか、例

えば予算の議論をしていく、そういった段階

の中で、これはもう組織的にも対応したほう

がいいんじゃないかというようなことを、ト

ップという言葉になりますけれども、上のほ

うから提案があって、それを今度は人事課の

ほうで、イメージを実現できるような組織が

できるかどうかの検討をするというようなや

り方もやります。だから、何て言うんでしょ

う、機動的に、ボトムアップだけじゃなく

て、臨機に組織をつくるときには、そういう

発想の下でも議論をしていくと。それの、最

終的に出来上がっていくのが、この年末から

年始ぐらいのところで固めていかないと、２

月に御提案するときに間に合わないというよ

うな形になっています。 

 部以上になりますと条例事項でございます

ので、そういったやり方をしているというの

が現状です。 

 

○松田三郎委員 私、特別何かこういう課を

つくったほうがいいですよと、こういう部が

いいですよというのが今の時点であるわけじ

ゃありませんけれども、なかなかやっぱりそ

の都度その都度、さっき言いましたように、

自分の仕事もありながら、こういう手間があ

るけん、じゃあ何課か何部か集まってやって

くれと言われると、非常に１人何役もです

ね。 

 じゃあ、部、課をつくったなら、じゃあ軽

減されるかというとそうでもないとは思いま

すけれども、常にやっぱりこの組織というの

は非常に、県庁は大きい所帯でございますか

ら、効率的に、しかも、あんまり１人の方に

負担が――今の働き方改革じゃありませんけ

れども、あんまり負担が大きくなり過ぎない

ように、なおかつ効率的な組織を考えていく

というのは非常に大変だろうと思いますが、
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不断にそういう見直しとか、要望を受ける、

場合にはそのトップダウンのトップは、知

事、副知事、総務部長ぐらいまで入っとでし

ょうね。――うんとおっしゃいましたけど

ね。その辺もよく組み合わせながら、不断に

見直しなり検討していただきたいという要望

でございます。 

 

○髙島和男委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙島和男委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、陳情書等が６件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 これをもちまして第５回総務常任委員会を

閉会いたします。 

  午後０時２分閉会 
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